
《需要に応じた生産の取組み継続が大切です！》

＊令和 3 年産米に続き令和 4 年産米も飼料用米等への作付転換が進み、令和 5 年から令和 6

年の主食用米の需給見通しは、需要量を下回る生産量となった一方、毎年約 10 万トン程度の

需要が減少している状況から令和 5 年産米についても、需要に応じた生産の取組み継続が大

切です。

《飼料用米の取組に対する支援の内容》

国の支援

水田活用の直接支払交付金

●戦略作物助成・・・80,000 円/10ａ（一括管理方式）※1

55,000 ～ 105,000 円/10ａ「数量払い」（区分管理方式）※1

●産地交付金・・・生産性向上の取組：取組が 1 つの場合 1,700 円程度

                          取組が複数の場合 2,400 円程度

●都道府県連携型助成・・・上限 5,000 円/10ａ（前年度からの転換拡大面積）

※1 飼料用米の一般品種について、令和 5 年度は従来と同様。令和 6 年度から標準単価を段階的に引き下

げ、令和 8 年度において標準単価 65,000 円/10ａ（55,000 円～75,000 円/10ａ）とする。

県の支援

飼料用米等拡大支援事業

●定着支援型※2：主食用品種での取組 1,500 円以内/10ａ

       多収品種での取組 3,000 円以内/10ａ

●拡大支援型：多収品種での取組で前年度より新たに拡大 5,000 円以内/10ａ

       ※主食用品種は対象外です。

●多収品種による 5ｈａ以上の団地化：ブロックローテーション型 11,000 円以内/10ａ

                  固定団地型 4,000 円以内/10ａ

※2 転換面積を令和 4 年産実績より減らした場合は、これよりも低い単価となります。

  定着支援と拡大支援は重複できません。

別 紙



《令和 5 年産飼料用米に取り組んだ場合の収入見込み（10ａ当たり）》

主食用米

作付拡大 作付継続 作付拡大 作付継続
569 629 629 569 569

9,880 600 600 600 600
93,695 6,290 6,290 5,690 5,690

戦略作物助成 - 90,000 90,000 80,000 80,000
産地交付金（生産性向上の複数取組） - 2,400 2,400 2,400 2,400
都道府県連携助成 - 5,000 - 5,000 -

県 県助成 - 5,000 3,000 - 1,500
市 市助成 - 9,000 9,000 9,000 9,000

合計 93,695 117,690 110,690 102,090 98,590
9,880 11,230 10,562 10,769 10,4001俵当たり（円）

飼料用米（主食用品種）
項目

飼料用米（多収品種)

国

収穫量（㎏） ※香取市摘要
販売単価（円/60㎏）※R4ふさこがね1等平均単価

販売収入


